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－473－ 

令和４年度狭山市介護保険特別会計予算 

 

 

 令和４年度狭山市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，６６５，２３４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

９７５，６００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じ 

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 
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 第１表　歳入歳出予算
歳   入 （単位：千円）

1

1 介護保険料

2

1 国庫負担金

2 国庫補助金

3

1 県負担金

2 県補助金

4

1 支払基金交付金

5

1 財産運用収入

6

1 他会計繰入金

2 基金繰入金

7

1 繰 越 金

8

1 延滞金、加算金及び過料

2 市預金利子

3 貸付金元利収入

4 雑    入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 11,665,234

－474－

1

300

2

1

諸 収 入 305

2

1,714,794

493,500

繰 越 金 1

財産収入 240

240

繰 入 金 2,208,294

28,117

支払基金交付金 3,066,565

3,066,565

111,725

県支出金 1,705,068

1,676,951

2,610,613

国庫支出金 2,074,148

1,962,423

款 項 金　　　額

保 険 料 2,610,613
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歳   出 （単位：千円）

1

1 総 務 管 理 費

2 徴 収 費

3 介 護 認 定 審 査 会 費

2

1 サ ー ビ ス 給 付 費

2 審 査 支 払 手 数 料

3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費

4 高額医療合算介護サービス等費

5 市 町 村 特 別 給 付 費

6 特定入所者介護サービス等費

3

1
介護予防・生活支援サービス事業

費

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費

3 包括的支援事業・任意事業費

4

1 基 金 積 立 金

5

1 公 債 費

6

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

2 繰 出 金

3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金

款 項 金　　　額

総 務 費 154,242

37,775

4,743

111,724

保 険 給 付 費 11,243,073

10,441,881

7,713

336,328

46,480

45,000

365,671

地 域 支 援 事 業 費 198,008

126,599

21,559

49,850

基 金 積 立 金 240

240

公 債 費 1,179

1,179

諸 支 出 金 68,492

4,103

64,089

300

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 11,665,234

－475－
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第２表 債務負担行為 

事       項 期   間 限   度   額 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 
令和４年度から 

令和５年度まで 

 

７，４１４ 

 

 

（単位：千円） 
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